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町税の納期のお知らせ

　町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）は、納付書で納期限までに納付してください。
すでに口座振替による納付をご利用の場合は、納期限の日に引き落とします。
　やむを得ない理由によって期限内の納付が困難となったときは、納期限の日以前に必ず役場税務係までご
相談ください。事前の相談なく町税を滞納した場合には、勤務先や金融機関などへの財産調査、給与や預貯
金の差押えなど、法に基づいた厳しい滞納処分を行うことがあります。
　納付方法は次のとおりです。

○口座振替による納付　
　下記の金融機関で口座振替による納付ができます。
　・北門信用金庫　・ゆうちょ銀行　
　・ピンネ農業協同組合浦臼支所
《手続きに必要なもの》
　・納税通知書　・通帳およびその通帳の届出印
《手続き場所》　各金融機関の窓口
　※口座振替による納付は、納付しに行く手間もなく納め
　　忘れも防ぐことができますのでとても便利で安心です。

○納付書による納付
　下記の金融機関窓口では手数料のご負担なく納付ができます。
　・北門信用金庫　・ピンネ農業協同組合
　・浦臼町役場出納
※ゆうちょ銀行では納付書による納付はできません。
※令和５年４月より『北海道銀行』窓口による納付は手数料がかかります。

お問い合わせ　住民課税務係　電話：６８－２１１２

※ゆうちょ銀行で口座振替の手続きをされ
る場合は、申込書の「払込先」欄に次の内
容を記入してください。

加入者名：浦臼町役場
口座番号：０２７８０－９－９６０２２７
払 込 日：毎月末日

＊第４期納期限　１２月２５日（月）

第３期納期限 １０月３１日（火）まで

　３歳未満のお子さんのいるご家庭に、１か月につき『紙おむつ４袋＋燃やせるゴミのゴミ袋（４０ℓ）１
梱包』と交換できる引換券を交付しています。
　対象となる方へ申請書を郵送しておりますので、希望される方は保健センターに１０月中に申請書を提出
してください。
　・３歳になる月分までが交付対象となります。
　・おむつが必要ない場合はご連絡ください。
　・１１月～翌年３月の間に申請をすることはできません。
　・お子さんが生まれた時は、随時申請を受け付けています。
　・町税や使用料等を滞納している場合は、助成の対象外となります。
　・引換券は申請時に発行しておりません。滞納状況を確認し、おむつの用意ができ次第郵送いたします。

　その他詳しい事やご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
【申請・問い合わせ先】
　福祉課子育て支援係（保健センター）　電話　６９－２１００

紙おむつ等購入費助成（１０月～翌年３月分）の申請受付を開始します
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　全戸配布チラシにて周知をしていますが、浦臼町では除雪作業が困難な高齢者等の世帯に対し、業者等に
支払った費用の一部を助成し、経済的負担の軽減と安全安心な在宅生活を支援します。

　ご自身がお住まいの家屋（店舗兼住宅を含む）の屋根雪下ろしや窓の明かり取りをはじめ、隣接する車庫
や物置の除雪、それら建物が所在する敷地の除排雪に係る作業が対象です。　
　※１１月１日（水）から令和６年３月３１日（日）までに行った除雪作業で令和６年３月２９日（金）ま
　　でに支払いを終えているものが助成の対象です。

（１）７０歳以上の者のみで構成される世帯　　　
（２）身体障害者手帳１級・２級または肢体不自由区分の下肢や体幹に該当する者のみで構成される世帯
（３）母子および父子ならびに寡婦福祉法による母であって、児童を扶養している世帯
（４）要介護１以上の介護認定を受けている単身者世帯
（５）（１）～（４）に該当する者のみで構成される世帯
（６）その他町長が特に必要があると認めた世帯（同居の家族の入所や長期入院等）　

　※生活保護受給世帯、町税の滞納がある世帯は対象となりません。

助成対象となる世帯

助成対象となる除雪作業

業者等に支払った額の２分の１（千円未満の端数は切り捨て）、５万円を限度として助成します。
　※業者等には、個人（例えば･･･ 近所の方や知人）による請負を含みます。

対象と思われる方は、保健センターにご連絡ください。

　申込みとなった方に申請書を送付いたします。助成を受けるには、業者等との委託契約が必要となります。
　※手続きの詳細については、申込時にお伝えいたします。
　　
【申込み・問い合わせ先】福祉課介護福祉係（保健センター）　電話：６８－２２８８

１１月１日時点で下記のいずれかに該当

浦臼町高齢者世帯等除雪費助成事業について

助成額

申込み方法

有料広告


